
 

 

総社市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和２年３月３１日 

 

                                             総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第１４号 

 

総社市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

総社市国民健康保険税条例（平成１７年総社市条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は，世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並

びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし，当該

合算額が６３万円を超える場合においては，基礎課税額は，６３万円とす

る。 

３ 略 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は，介護納付金課税被保険者である世

帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護納付金課

税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額の合算額と

する。ただし，当該合算額が１７万円を超える場合においては，介護納付

金課税額は，１７万円とする。 

 

（国民健康保険税の減額） 

第２１条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は，第２条第２項本文の基礎課税額からア

及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６３万円を超

 

（課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は，世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並

びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし，当該

合算額が６１万円を超える場合においては，基礎課税額は，６１万円とす

る。 

３ 略 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は，介護納付金課税被保険者である世

帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護納付金課

税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額の合算額と

する。ただし，当該合算額が１６万円を超える場合においては，介護納付

金課税額は，１６万円とする。 

 

（国民健康保険税の減額） 

第２１条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対

して課する国民健康保険税の額は，第２条第２項本文の基礎課税額からア

及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６１万円を超



 

 

改 正 後 改 正 前 

える場合には，６３万円），同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額

からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１９万

円を超える場合には，１９万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税

額からオに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を

超える場合には，１７万円）の合算額とする。 

(１) 略 

(２) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額

が，３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８万５千

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者

を除く。） 

ア～オ 略 

(３) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額

が，３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５２万円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

ア～オ 略 

 

附 則 

１～７ 略 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条，第６条，第８条及び第２１条の規定の適用については，第３条第

１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，

第３５条第１項，第３５条の２第１項，第３５条の３第１項又は第３６条

の規定に該当する場合には，これらの規定の適用により同法第３１条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下

この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から

法第３１４条の２第２項」と，「及び山林所得金額の合計額（」とあるの

は「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と，

える場合には，６１万円），同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額

からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１９万

円を超える場合には，１９万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税

額からオに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１６万円を

超える場合には，１６万円）の合算額とする。 

(１) 略 

(２) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額

が，３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８万円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

ア～オ 略 

(３) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額

が，３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５１万円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

ア～オ 略 

 

附 則 

１～７ 略 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条，第６条，第８条及び第２１条の規定の適用については，第３条第

１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，

第３５条第１項，第３５条の２第１項又は第３６条の規定に該当する場合

には，これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除

後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２

項」と，「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と，同条第２項中「又は



 

 

改 正 後 改 正 前 

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と，第２１条中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４

条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 前項の規定は，世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第３５条第５項の譲渡所得を有する

場合について準用する。この場合において，前項中「法附則第３４条第４

項」とあるのは「法附則第３５条第５項」と，「長期譲渡所得の金額」と

あるのは「短期譲渡所得の金額」と，「，第３５条の２第１項，第３５条

の３第１項又は第３６条」とあるのは「又は第３６条」と，「第３１条第

１項」とあるのは「第３２条第１項」と読み替えるものとする 

１０～１８ 略 

 

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３４条第

４項に規定する長期譲渡所得の金額」と，第２１条中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額」とする。 

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 前項の規定は，世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第３５条第５項の譲渡所得を有する

場合について準用する。この場合において，前項中「法附則第３４条第４

項」とあるのは「法附則第３５条第５項」と，「長期譲渡所得の金額」と

あるのは「短期譲渡所得の金額」と，「，第３５条の２第１項又は第３６

条」とあるのは「又は第３６条」と，「第３１条第１項」とあるのは「第

３２条第１項」と読み替えるものとする。 

１０～１８ 略 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，附則第８項及び第９項の改正規定は，土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第１２

号）附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の総社市国民健康保険税条例の規定は，令和２年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し，令和元年度分までの国民健

康保険税については，なお従前の例による。 


